
福島市指定障害福祉サービス事業者等の指定申請等に係る事前協議事務取扱要綱 

 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。)第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス

事業者若しくは指定障害者支援施設、第５１条の１４第１項に規定する指定一般相談支援事業者又

は第５１条の１７第１項に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和２２年法律１６４

号)第２１条の５の３第１項に規定する指定障害児通所支援事業者並びに第２４条の２６第１項に規

定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)の指定を受け

ようとする者と市との事前協議における事業計画書の取扱い及び内容等について必要な事項を

定めることにより、円滑な指定及び指定変更(以下「指定等」という。)を行うことを目的とする。 

 

(事業計画書) 

第２条 指定障害福祉サービス事業者等の指定等を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、指

定等の申請を行う前に福島市長(以下「市長」という。)に指定等を受けようとする事業の種別に応

じて別表に定める事業計画書を提出するものとする。 

２ 市長は、前項の事業計画書の内容について、事業者に必要な書類の提出を求めるとともに、必要

と認められる事項について聴取するものとする。 

３ 市長は、事業者に対して、事業計画書の内容と福島市障がい者計画、福島市障がい福祉計画、障

がい児福祉計画及び関係法令の内容の整合性が具備するよう助言することができるものとする。 

 

(事業計画書を提出する対象者) 

第３条 事業計画書を提出する者は、次の各号に定める者とする。 

（１） 障害者総合支援法第３６条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けよう

とする者 

（２） 障害者総合支援法第３７条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定の変更を

受けようとする者 

（３） 障害者総合支援法第３８条第１項に規定する指定障害者支援施設の指定を受けようとする者 

（４） 障害者総合支援法第３９条第１項に規定する指定障害者支援施設の指定の変更を受けよう

とする者 

（５） 障害者総合支援法第５１条の１９第１項に規定する指定一般相談支援事業者の指定を受けよ

うとする者 

（６） 障害者総合支援法第５１条の２０第１項に規定する指定特定相談支援事業者の指定を受けよ

うとする者 

（７） 児童福祉法第２１条の５の１５第１項に規定する指定障害児通所支援事業者の指定を受けよ

うとする者 

（８） 児童福祉法第２１条の５の２０第１項に規定する指定障害児通所支援事業者の指定の変更を

受けようとする者 

（９） 児童福祉法第２４条の２８第１項に規定する指定障害児相談支援事業者の指定を受けようと

する者 

 

(事業計画書の提出) 

第４条 事業計画書の提出は、法人の代表者、管理者又は担当者が持参するものとする。 

２ 事業者は、事業計画書に次に掲げる書類を添付し提出するものとする。 

 (1) 建物の平面図 

 (2) 案内図 

 (3) その他必要と認める書類 

（補則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、本取扱いに関し必要な事項は別に定める。 

 



■別表 

指定を受けようとする事業の種別 事業計画書 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 第１号様式 

療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、 

自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、 

就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、自立生活援助、 

共同生活援助、施設入所支援 

第２号様式 

児童発達支援、放課後等デイサービス、 

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 

第３号様式 

一般相談支援、計画相談支援、障害児相談支援 第４号様式 

 

附 則 

この要綱は、令和４年９月１日から施行する。 

この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 


